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平成３０年第４回東洋町議会定例会 平成３０年１２月６日木曜日  

 

議事のてんまつ 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長 

 

 

（西岡 尚宏議長） 

皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は全員であります。 

 これより、平成３０年第４回東洋町議会定例会を開会いたしま

す。 

（開会時間：９時００分） 

 直ちに、本日の会議に入ります。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおり、会議録署名議員

の指名、会期の決定の他、議案として、条例４件、補正予算５件、

その他１件の計１０件であります。 

日程に先立ちまして、諸般の報告を行います。 

地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、監査委員から

平成３０年８月から１０月分の例月出納検査の結果について、不

都合は認められないとの報告が提出されております。 

次に、閉会中の議員派遣５件について報告があり、代表派遣議

員から提出されております。 

以上をもって、諸般の報告を終わります。 

日程に入る前に、町長から行政報告について、発言の申出があ

りましたので、これを許します。 

松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 

 おはようございます。 

提案理由に先立ちまして、若干のご報告を申し上げます。 
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 本日、平成３０年第４回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆

様には、師走を迎え何かとご多忙のところ、全員のご参集を賜りまし

て、誠にありがとうございます。 

 本年は、７月の豪雨災害にはじまりまして、各地で地震、台風の襲

来など、災害対応に追われた年でもありました。 

諸行事への影響もございましたけれども、本年最後の月を迎えて

おります。 

 国政におきましては、災害対策としての１次補正予算が成立をいた

しております。 

今夏の猛暑をふまえまして、防災、減災対策の観点からも学校施

設へのエアコン設置の交付金が盛込まれております。 

今回の一般会計補正予算では、この交付金を活用するための予

算計上をしているところです。 

 また、来年１０月実施の消費税率１０パーセントへの引上げに対しま

す影響を軽減するための議論もなされているところであります。 

 特に、地方交付税等の地方一般財源総額の確保と都市と地方との

格差是正のため、地方法人税の地方配分割合の変更など、税制改

正の動向とその決着を注視しているところでございます。 

 今議会への提出案件でございますけれども、人事院勧告に基づき

ます人件費の補正など、補正予算案５件、条例改正案４件、その他

の件１件、合わせて１０件の議案を提案させていただきます。 

 適切なご審議とご決定を賜りますようお願いを申し上げます。 

続きまして、阿南安芸自動車道についてでございます。 

 １１月２１日に、国土交通省へ本年最後の高規格道路関係の要望

活動を実施し、進展している事案につきまして感謝を申し上げてきた

ところでございます。 
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 阿南安芸自動車道のうち牟岐から野根間、俗に海部道路と言われ

ておりますけれども、牟岐から野根間につきましては、１１月１２日に

都市計画決定の国土交通大臣の同意をいただきまして、１６日に徳

島、高知両県同時に告示がなされたところでございます。 

国直轄での新規事業化に向けまして、確実に前進をしたと考えて

おります。 

 また、１１月２日には、国道４９３号の野根から安倉間が、四国地方

小委員会において、これは有識者会議でございますが、豪雨や自然

災害に強く、自動車以外も安全に通行できる一般道路として整備する

との対応方針案が了承をされております。 

これで、野根から安倉間も計画段階評価が完了したこととなり、次

の手続きに進むこととなります。 

 計画段階評価中であります奈半利から安芸間につきましても、四国

地方整備局による概略ルート案について、２回目の意見聴取がなさ

れているところでございまして、新規事業化に向けた必要な手続きが

着実に進展をしております。 

 国は、新年度予算から国土強靱化に向け、防災減災対策として、今

後３年間、集中して実施するとの方針を打ち出しております。 

事業の前倒しとしての第２次補正予算も検討されているところでご

ざいまして、新規事業化に向けて、道路予算の確保には、追い風とな

るのではないかと期待をしているところでございます。 

知事行脚について、ご報告いたします。 

 １０月１０日には、３年ぶりとなります県知事の対話と実行行脚という

ことで、本町をご訪問していただきました。 

 視察先など町民の方々の暖かいご協力をいただきまして、２箇所で

の座談会なども含め、大変お世話になったところでございます。 
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議長 

 

 

 

 知事の一日中の行程を、無事に終えることができましたことに、関係

者の方々に、改めて感謝と御礼を申し上げます。 

 本町といたしましても、県と共に課題を共有し、より良い関係を維持

し、防災対策や自然を活かした観光政策など、一つ一つ取組んで参

りたいと思っております。 

 今後とも議会議員をはじめ、町民の皆様方には、町の活性化、また

町の行財政運営につきまして、一層のご理解とご協力を心よりお願い

を申し上げます。 

 結びとなりますけれども、本定例会が本年最後の議会でございま

す。 

毎年のことでございますけれども、翌年１月早々から多くの諸行事

が控えております。 

 本年頭書には、町議会議員選挙もございましたけれども、新たな議

会組織も円滑な町政運営へ格段のご協力をいただいてきたところで

ございまして、執行機関の長として、心から感謝と御礼を申し上げま

す。 

 来たる平成３１年は、平成の元号が改まる年を迎えることとなりま

す。 

皆様におかれましては、年末年始、ご自愛くださりますようご祈念を

申し上げまして、簡単でございますけれども、１２月定例会の開会の

あいさつ、ご報告といたします。                 

 

（西岡 尚宏議長） 

町長の行政報告が終わりました。 

日程に入ります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 
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議会運営委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本定例会の会議録署名議員は、議会会議規則第１２６条の規定

により、８番、福島登君、並びに１番、平山照生君を指名します。 

日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

議会運営委員会で検討されておりますので、委員長の報告を求

めます。 

髙畠議会運営委員長。 

 

（髙畠 俊彦議会運営委員長） 

皆さま、おはようございます。 

平成３０年第４回定例会議会運営委員会の報告を行います。 

１２月４日に、議会運営委員会を開催し、本定例会の会期並び

に運営等について協議いたしました結果、本定例会の会期は、本

日６日から１２月１１日、火曜日までの６日間とする。 

運営につきましては、本日の開会日に、提出者から提案理由の

説明を受け、本日６日の本会議散会後から委員会及び議案審査の

ため休会、１１日に再開し、審議、採決の後に一般質問を行う。 

議案質疑は、一問一答方式の時間制とし、議案全体で１人１時

間以内、答弁者も１時間以内とする。 

次に、一般質問については、一問一答方式の時間制とし、質問

全体で質問時間を１人４０分間とする。 

また、執行部の答弁時間も４０分間とする。 

なお、議案質疑及び一般質問については、議会会議規則第６４

条の２の規定により反問権を行使することができる。 

一般質問及び議案質疑の通告期限は、７日、金曜日、正午ま

でとする。 

待機児童解消、保育士等の処遇改善、保育の無償化のための必
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長 

 

要な措置を求める意見書は、総務教育民生常任委員会へ付託す

る。 

以上のように決定いたしました。 

これで議会運営委員会の報告を終わります。 

 

（西岡 尚宏議長） 

議会運営委員長の報告が終わりました。 

ここでお諮りいたします。 

ただいまの委員長の報告のとおり、本定例会の会期は、本日か

ら１２月１１日までの６日間としたいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 

（議席より、異議なしの声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日から１２月１１日までの６日間と決定い

たしました。 

日程第３、議案第３９号、一般職の職員の給与に関する条例の

一部を改正することについての件から日程第１２、議案第４８

号、訴えの提起についてまでの１０件を、この際一括議題とした

いと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認めます。よってさよう決しました。 

直ちに、提出者の説明を求めます。 

松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 

 それでは、ご提案申し上げます。 
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議案第３９号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正

することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によ

り議会の議決を求める。 

提案理由でございます。 

本町の職員の給与につきましては、平成２９年度から人事院

勧告に準じて改正を行っておりますが、本年度も８月１０日の人

事院勧告の内容に基づきまして、俸給表を平均０．２パーセント、

勤勉手当の支給割合を０．０５月分ともに引上げる改定、並びに

宿日直手当の改定を行い、平成３０年４月１日から適用するた

め、条例の一部を改正しようとするものでございます。 

なお、内容につきましては、総務課長が説明をいたします。 

 

議案第４０号、町長等の給与及び旅費支給条例の一部を改正

することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によ

り議会の議決を求める。 

議案第４１号、教育長の給与及び旅費支給条例の一部を改正

することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によ

り議会の議決を求める。 

４ページでございます。 

議案第４２号、議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例

の一部を改正することについて、地方自治法第９６条第１項第１

号の規定により議会の議決を求める。 

提案理由でございます。 

議案第４０号から４２号につきましては関連がございますの

で、一括してご説明をいたします。 

一般職員の勤勉手当の支給割合を改定することに準じまし
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て、特別職の町長、副町長、教育長及び議会議員の期末手当の支

給割合を０．０５月分引上げる改正をし、平成３０年１２月１日

から適用しようとするものであります。 

なお、内容につきましては、総務課長が説明をいたします。 

 

議案第４３号、平成３０年度東洋町一般会計補正予算第３号

を定めることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定によ

り議会の議決を求める。 

提案理由でございます。 

歳入歳出それぞれ８４５２万円を追加し、予算総額を歳入歳

出それぞれ３２億１０９７万１千円とするものでございます。 

歳入では、地方交付税、国庫支出金、県支出金、町債を計上

いたしております。 

歳出では、人事院勧告などに伴います人件費、観光パンフレ

ット多言語化委託料、国民年金システム改修委託料、商工持続発

展支援事業補助金、観光事業戦略作成業務委託料、電子観光案内

板購入費などを計上しております。 

また、国の１次補正予算に対応いたしまして、各小中学校の

緊急重点安全確保対策といたしまして、ブロック塀の改修工事、

空調設備設置工事などを計上をいたしております。 

なお、内容につきましては、総務課長が説明をいたします。 

 

議案第４４号、平成３０年度東洋町国民健康保険事業特別会

計補正予算第２号を定めることについて、地方自治法第２１８条

第１項の規定により議会の議決を求める。 

平成３０年１２月６日提出でございます。 
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提案理由でございます。 

歳入歳出それぞれ５７７８万１千円を追加し、予算総額を歳

入歳出それぞれ５億５８３２万６千円とするものでございます。 

歳入では、県支出金、繰入金を計上しております。 

歳出では、職員の人件費、一般被保険者療養給付金、一般被

保険者高額療養費などを計上いたしております。 

なお、内容につきましては、住民課長が説明をいたします。 

 

議案第４５号、７ページでございます。 

平成３０年度東洋町介護保険事業特別会計補正予算第１号を

定めることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定によ

り、議会の議決を求める。 

本日提出でございます。 

提案理由でございます。 

歳入歳出それぞれ８１３万６千円を追加し、予算総額を歳入

歳出それぞれ６億１０３万３千円とするものでございます。 

歳入では、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、繰越金

などを計上しております。 

歳出では、職員の人件費、介護給付費の還付金などを計上い

たしております。 

なお、内容につきましては、地域包括支援センター事務局長

が説明をいたします。 

 

議案第４６号、平成３０年度東洋町簡易水道事業特別会計補

正予算第２号を定めることについて、地方自治法第２１８条第１

項の規定により議会の議決を求める。 



１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日提出でございます。 

提案理由でございます。 

歳入歳出それぞれ３万２千円を追加し、予算総額を歳入歳出

それぞれ１億３４９３万９千円とするものでございます。 

歳入では、繰入金、町債の組替えを計上をいたしております。 

歳出では、職員の人件費を計上しております。 

なお、内容につきましては、産業建設課長が説明をいたしま

す。 

 

議案第４７号でございます。 

平成３０年度東洋町観光施設事業特別会計補正予算第２号を

定めることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により

議会の議決を求める。 

本日提出でございます。 

提案理由でございます。 

歳入歳出それぞれ６３万円を追加し、予算総額を歳入歳出そ

れぞれ６６９１万４千円とするものでございます。 

歳入では、観光施設事業収入を計上しております。 

歳出では、施設の修繕料を計上しております。 

なお、内容につきましては、産業建設課長が説明をいたしま

す。 

 

議案第４８号でございます。 

訴えの提起について、住宅新築資金等貸付金請求の訴えを提

起したいので、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定によ

り、議会の議決を求める。 
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議長 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日提出でございます。 

提案理由でございますが、事件名は、貸付金請求事件、当事

者は別紙のとおりとなっております。 

訴えの内容でございますが、昭和５５年１０月２日貸付契約

を結んだ住宅新築資金等貸付資金未償還金につきまして、借受人

が死亡した後、相続人に対し償還勧奨して参りましたけれども、

これに応じなかったため、貸付金請求の訴えを提起しようとする

ものでございます。 

裁判所の管轄は、高知地方裁判所となっております。 

以上でございます。 

よろしくお願いします。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 大坪総務課長。 

 

（大坪 靖幸総務課長） 

おはようございます。 

それでは、私から議案第３９号について、ご説明をいたします。 

議案関係資料の１ページと新旧対照条文の１ページをご参照

ください。 

（議案関係資料、新旧対照条文に基づき説明） 

続きまして、議案第４０号についてご説明をいたします。 

議案関係資料の９ページ、それと新旧対照条文５ページをご参

照ください。 

（議案関係資料、新旧対照条文に基づき説明） 

続きまして、議案第４１号及び第４２号についてご説明をいた
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民課長 

 

します。 

今回の改正は、議案第４０号の改正内容と同様でございまし

て、教育長及び議会議員も適応する改正でございます。 

よって、改正の趣旨及び内容につきましては、割愛をさせてい

ただきます。ご了承ください。 

なお、議案関係資料及び新旧対照条文につきましては、後ほど

ご参照をお願いいたします。 

続きまして、議案第４３号についてご説明をいたします。 

予算書の１ページをお願いいたします。 

今回の補正では、歳入歳出それぞれ８４５２万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３２億１０９７万１千円

とするものでございます。 

２ページをお願いいたします。 

（予算書に基づき説明） 

 

（西岡 尚宏議長） 

ここで、休憩をいたします。 

再開は１０時１０分。 

（休憩時間：９時５４分） 

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開時間：１０時１０分） 

蛭子住民課長。 

 

（蛭子 浩久住民課長） 

私の方からは、議案第４４号、平成３０年度東洋町国民健康保
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議長 

 

 

地域包括支援セン

ター事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

険事業特別会計補正予算第２号を定めることについて、ご説明を

いたします。 

補正案では、歳入歳出それぞれ５７７８万１千円を追加し、予

算総額を歳入歳出それぞれ５億５８３２万６千円としておりま

す。 

予算書の２ページをお願いいたします。 

（予算書に基づき説明） 

 

（西岡 尚宏議長） 

田岡地域包括支援センター事務局長。 

 

（田岡 いずみ地域包括支援センター事務局長） 

私の方から議案第４５号平成３０年度東洋町介護保険事業特

別会計補正予算第１号を定めることについて、ご説明いたしま

す。 

補正案では、歳入歳出それぞれ８１３万６千円を追加し、予算

総額を歳入歳出それぞれ６億１０３万３千円としております。 

予算書の８ページをお願いします。 

（予算書に基づき説明） 

 

（西岡 尚宏議長） 

伊吹産業建設課長。 

 

（伊吹 真貴博産業建設課長） 

それでは、私の方から議案第４６号、平成３０年度東洋町簡易

水道事業特別会計補正予算第２号について、ご説明いたします。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳入歳出それぞれ３万２千円を追加し、予算総額を歳入歳出そ

れぞれ１億３４９３万９千円とするものです。 

予算書の４ページをお願いします。 

（予算書に基づき説明） 

続きまして、議案第４７号、平成３０年度東洋町観光施設事業

特別会計補正予算第２号の承認を求めることにつきまして、ご説

明をいたします。 

歳入歳出それぞれ６３万円を追加し、予算総額を歳入歳出それ

ぞれ６６９１万４千円とするものです。 

予算書の６ページをお願いいたします。 

（予算書に基づき説明） 

 

（西岡 尚宏議長） 

以上で、一括議題とした提出案件の説明が、すべて終了いたし

ました。 

以上で、本日の議事日程は、すべて終了しました。 
ここでお諮りいたします。 
冒頭の議会運営委員長の報告のとおり、本会議散会後から休会

とし、審議、採決並びに一般質問のため、１１日午前９時から再

開したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（議席より、異議なしの声あり） 
異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 
本日は、これをもちまして散会いたします。 
どうもお疲れさまでございました。 
次回の議会放送は、１１日午前９時から放送します。 
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これにて、議会放送を終了いたします。 
（散会時間：１０時２３分） 



１６ 

 

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するために、ここに署名する。 

平成  年  月  日 

 

 

議  長 

 

 

署名議員 

 

 

署名議員 


